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１ 平成2２年度の納付状況等について 

（１）公的年金制度全体の状況 

 
○ 公的年金加入対象者全体でみると、約９５％の者が保険料を納付（免除及び納付猶予を含む。）。 
○ 未納者（注1）は約３２１万人、未加入者（注2）は約９万人。（公的年金加入対象者の約５％）  
   

≪公的年金加入者の状況（平成２２年度末）≫ 

公的年金加入者 

6,827万人 

第１号被保険者   

1,938万人 
第２号被保険者等 

3,884万人 第３号被保険者 

1,005万人 厚生年金保険 

3,441万人 
 共済組合 

 443万人 
保険料納付者 

免除者348万人 
学特ヷ猶予者 

   204万人 

未納者 321万人 

   未加入者    9万人 

6,836万人 

（注3） （注3） 

（注3） 

（注2） 

（注1） 

（注4） 

注１）未納者とは、２４か月（平成２１年４月～２３年３月）の保険料が未納となっている者。 
  ２）従来は公的年金加入状況等調査の結果を踏まえた数値を掲記していたが、平成１９年度に調査を実施しなかった 

   ため、平成１６年度までの結果に基づき線形按分した平成１９年度の数値を仮置きしている。 
  ３）平成２３年３月末現在。第1号被保険者には、任意加入被保険者（３４万人）が含まれている。 
  ４）平成２２年３月末現在。 
  ５）上記の数値は、それぞれ四捨五入しているため合計とは一致しない場合がある。   

330万人 
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公的年金制度における未加入者・未納者数の推移 
（２０歳到達者に対する届出がない場合の手帳送付による資格取得の手続き（いわゆる「職権適用」）が完全実施された平成９年度以降の推移） 

注）未納者とは、過去２４か月の保険料が未納となっている者である。 
注）平成１７年度の未納者数は、不適正な免除手続の影響を排除した数値である。 
注）平成１０、１３及び１６年度の未加入者数は、公的年金加入状況等調査による。他の年度の未加入者数は、これらの年度から単純に線形按分したものである。 
    なお、平成２０年度以降の未加入者数は、平成１９年度の数値を仮置きしている。 

（参考） 
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（２）国民年金保険料の納付状況 

平成２２年度の国民年金保険料の納付率等について 

 
①平成２２年度の現年度納付率は、 
             ５９．３％ 

             （対前年度比△０．７ポイント） 
 
 
 

②平成２０年度の最終納付率は、６６．８％ 
         （平成２０年度末と比較して＋４．８ポイント） 

 
                  （平成２２年度末時点） 

 
 
  

納付率の推移 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

17年度分
保険料 

67.1% 70.7% 72.4% 

18年度分
保険料 

66.3% 69.0% 70.8% 

19年度分
保険料 

63.9% 66.7% 68.6% 

20年度分
保険料 

62.1% 65.0% 66.8% 

21年度分
保険料 

60.0% 63.2 % 

22年度分
保険料 

59.3% 

                     納付月数 
※ 現年度納付率（％）＝          × １００ 
                    納付対象月数 
  

「納付対象月数」とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数（法定免除月数ヷ申請全額免除月数ヷ学生納付特例月
数ヷ若年者納付猶予月数は含まない。）であり、「納付月数」は、そのうち当該年度中（翌年度４月末まで）に実際に納
付された月数である。 
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※ 最終納付率は、20年度の保険料として納付すべき月数（法定免除月数ヷ申請全額免除月数ヷ学生納付特例月数ヷ若年 
 者納付猶予月数は含まない。）に対し、時効前（納期から2年以内）までに納付した月数の割合。 



納付率、納付対象月数及び納付月数の推移（現年度分） 
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① 納付率の状況 

 
 

納付月数 納付対象月数 納付率 

平成２１年度 
（対前年度比） 

１０，３８１万月 
（△４．５％） 

１７，３０８万月 
（△１．２％） 

６０．０％ 
（△２．１ポイント） 

平成２２年度 
（対前年度比） 

９，８９３万月 
（△４．７％） 

１６，６７９万月 
（△３．６％） 

５９．３％ 
（△０．７ポイント） 

○過年度分（平成２１年度分）の納付率は、平成２１年度末から３．３ポイントの伸び。 

平成２０年度末 平成２１年度末 平成２２年度末 

平成２０年度分 
（対前年度末伸び） 

６２．１％ 
６５．０％ 

（＋２．９ポイント） 
６６．８％ 

（＋４．８ポイント） 

平成２１年度分 
（対前年度末伸び） 

― ６０．０％ 
６３．２％ 

（＋３．３ポイント） 
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○過年度分（平成２０年度分）の納付率は、平成２０年度末から４．８ポイント、平成２１年度末から１．８ポイントの伸び。 

○平成２２年度の現年度分（平成２２年４月分～平成２３年３月分）の納付率は、５９．３％（対前年度比△０．７ポイント）。 

  

 ヷ低下幅は、前年度と比べ縮小している。（△２．１ポイント ⇒ △０．７ポイント） 

 ヷ年金事務所ごとの納付率を見ると、６０事務所で前年度より上昇している。 

 ヷ都道府県ごとの納付率を見ると、２県で前年度より上昇している。 

   （平成２１年度は、全ての年金事務所（312ヵ所）、全ての都道府県で低下） 

 



② 日本年金機構の中期計画及び平成２２年度の年度計画との関係 
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○ 日本年金機構の中期計画では、 

 ヷ最終納付率については、中期目標期間中、各年度の現年度納付率から４～５ポイント程度の伸び幅を確保することを目指す 

 ヷ現年度納付率については、当面納付率の低下傾向に歯止めをかけ、これを回復させることを目標とする。具体的には、中期 

  目標期間中のできるだけ早い時期に、平成２１年度の納付実績を上回り、その後、更なる改善を目指す 

 としている。 

 ○ また、平成２２年度の年度計画では、 

 ヷ平成20年度分の最終納付率は、平成２０年度の現年度納付率から４～５ポイント程度の伸び幅を確保すること。 

 ヷ平成2１年度分の平成22年度末における納付率は、平成21年度の現年度納付率から２～３ポイント程度の伸び幅を確保 

  すること。 

 ヷ現年度納付率については、前年度と同程度（６０．０ポイント）の水準を確保すること。 

 をそれぞれ目標とした。 

○ 平成２０年度の最終納付率は６６．８％（平成２０年度末と比較して４．８ポイントの伸び）となり、年度計画の目標を達 

 成した。また、平成２１年度の２２年度末における納付率は６３．２％（平成２１年度末と比較して３．３ポイントの伸び） 

 となり、同様に年度計画の目標を達成した。 

平成２２年 平成２３年 

５月末 
現在 

（４月分） 

６月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（５月分） 

７月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（６月分） 

８月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（７月分） 

９月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（８月分） 

１０月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（９月分） 

１１月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（１０月分） 

１２月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（１１月分） 

１月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（１２月分） 

２月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（１月分） 

３月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（２月分） 

４月末 
現在 

（４月分） 
｜ 

（３月分） 

5１.５％ 
(△1.１%) 

5４.１％ 
(△1.5%) 

5５.２％
(△１.７%) 

5５.１％
(△1.６％) 

5５.４％
(△1.5%) 

5６.０％
(△1.６%) 

5６.７％
(△1.3%) 

5７.５％
(△1.２%) 

5７.9％
(△1.0%) 

5８.２％
(△0.8%) 

5８.７％
(△0.８%) 

５９.３％ 
（△０.７%) 

（注）（  ）内の数値は、対前年同月比である。  

○ 平成２２年度の現年度納付率は５９．３％（対前年度比△０．７ポイント）となり、年度計画の目標は達成できなかった。 

  なお、年度初めに比べれば、対前年同月比のマイナス幅は、年度末に向けて徍々に縮小している。 
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２ 納付率低下の要因等について 

（１）納付率低下の要因 

① 第１号被保険者の年齢構成の変化  

○ 平成２２年度末現在の第１号被保険者の年齢構成を平成２１年度末現在と比較すると、５５～５９歳の全体に占める割合が 

 ０．７ポイント低下し、平均年齢は０．１歳若くなった。 

  年齢階級別の納付率は、年齢階級が上がるにつれて上昇していく傾向にあることがわかる（9ペヸジ参照）。平成２１年度 

 に比べ平成２２年度の第１号被保険者の年齢構成が若い方向にシフトしたことにより、平成２２年度の現年度納付率に不えた 

 影響は概ね△０．２ポイント程度と推計される。 

 

  ＜年齢階級別第１号被保険者数ヷ割合＞ 

第１号 
被保険者 

２０～２４
歳 

２５～２９ 
歳 

３０～３４
歳 

３５～３９ 
歳 

４０～４４ 
歳 

４５～４９ 
歳 

５０～５４ 
歳 

５５～５９ 
歳 

６０歳以上 
平均年齢 
（歳） 

平成２１年度 
１，９８５ 

 
１００．０ 

３９２ 
 

１９．７ 

２１２ 
 

１０．７ 

２０３ 
 

１０．２ 

２２８ 
 

１１．５ 

２０４ 
 

１０．３ 

１８３ 
 

９．２ 

２０７ 
 

１０．４ 

３２７ 
 

１６．４ 

３０ 
 

１．５ 
３９．６ 

平成２２年度 
１，９３８ 

 
１００．０ 

３８５ 
 

１９．９ 

２０９ 
 

１０．８ 

１９７ 
 

１０．２ 

２２０ 
 

１１．４ 

２１０ 
 

１０．８ 

１８６ 
 

９．６ 

１９８ 
 

１０．２ 

３０４ 
 

１５．７ 

３０ 
 

１．５ 
３９．５ 

＜各年度末現在、単位：（上段）万人、（下段）％＞ 

※注１：第１号被保険者には任意加入被保険者を含む。  

※注２：被保険者数は抽出統計調査（抽出率１／１００）による数値である。 
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○ 市場化テスト事業については、納付督励活動によって獲得すべき保険料（月数）の目標（要求水準及び最低水準）が達成 

 できていない。（詳細は資料３－１を参照） 

  納付督励活動によって獲得した平成２２年度の現年度保険料は、平成２１年度に比べて約４７万月減尐（９８８万月→ 

 ９４１万月）しており、このことが平成２２年度の現年度納付率に不えた影響は概ね△０．３ポイント程度と推計される。 

 

② 市場化テスト事業の実績低迷 

＜納付実績が伸びなかった要因＞ 

○ 市場化テストの改善を図るため次のような措置を講じたが、いずれも年度途中からの取組となったため、十分な効果を上げ 

 られなかった。 

 ア 平成２２年１０月から委託を開始した事業については、①戸別訪問による納付督励の重視、②事業の質を重視した事業者 

  を選択できるような入札方式への変更、③機構と受託事業者との情報交換や連携強化等の実施要項の変更を行った。 

 イ また、平成２１年１０月から委託を開始した事業については、平成２２年８月に受託事業者から「競争の導入による公共 

  サヸビスの改善に関する法律」に基づく業務改善計画を提出させ、受託事業者から２ヶ月に１回ヒアリングを実施して改善 

  状況をフォロヸした。 

③ 東日本大震災による納付督励の停止等  

○ 東日本大震災の発生以降、被災地（青森、岩手、宮城、福島、茨城の全域）においては、市場化テスト受託事業者による 

 納付督励や強制徴収を全面的に停止した。また、仙台市にコヸルセンタヸを設置していた市場化テスト受託事業者（３社） 

 については、コヸルセンタヸが被災し、被災地以外も含め電話納付督励が４月末まで出来なかった。これらのことが平成２ 

 ２年度の現年度納付率に不えた影響は概ね△０．１ポイント程度（上記②の「△０．３ポイント」の内数）と推計される。 
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（２）納付率低下の背景と考えられる構造的な課題 

○ 平成１８年度から平成２２年度までの年齢階級別現年度納付率は下記の表のとおりとなっており、年齢階級が上がるにつれ 

 て上昇していく傾向にあることには変わりはないが、各年度とも前年度と比較した場合、ほぼ全ての年齢階級において概ね現 

 年度納付率は低下している。 

 ① 第１号被保険者の就業状況 

 ② 第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の所得水準 

 ③ 年金制度及び行政組織に対する丌信感ヷ丌安感 

   

○ 国民年金被保険者実態調査の結果から、納付率低下の主な背景として、次のような構造的な課題が考えられる。 

（単位：％） 

  20～24歳  25～29歳  30～34歳  35～39歳  40～44歳  45～50歳  50～54歳  55～59歳  

平成18年度  56.2  54.2  57.6  60.1  63.6  69.2  72.5  79.3  

平成19年度  53.2  51.5  55.8  58.9  61.1  66.7  70.1  76.9  

平成20年度  51.4  49.4  53.9  57.8  59.3  64.6  68.3  75.1  

平成21年度  49.0  47.1  51.7  56.5  57.7  62.3  66.6  73.3  

平成22年度  49.2  46.6  50.9  56.3  57.6  61.0  66.0  72.6  

45.0  

50.0  

55.0  

60.0  

65.0  

70.0  

75.0  

80.0  

85.0  

現
年
度
納
付
率
（
％
）
 

年齢階級（歳） 

平成18年度  

平成19年度  

平成20年度  

平成21年度  

平成22年度  



① 第１号被保険者の就業状況  
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○ 平成２０年国民年金被保険者実態調査結果（平成２２年３月公表）によると、臨時ヷパヸトの割合が２６．１％となってお 

 り、平成１１年調査と比較して１０ポイント近く増加している。 

※注１：平成１７年以前については、調査年の４月又は５月に資格喪失した者が含まれていないが、平成２０年では含まれるため、推移をみる場合には注意が必要である。  

自営業主 家族従業者 常用雇用 臨時ヷパヸト 無職 丌詳 

平成１１年調査 ２２．６％ １１．３％ ９．８％ １６．６％ ３４．９％ ４．８％ 

平成１４年調査 １７．８％ １０．１％ １０．６％ ２１．０％ ３４．７％ ５．７％ 

平成１７年調査 １７．７％ １０．５％ １２．１％ ２４．９％ ３１．２％ ３．６％ 

平成２０年調査 １５．９％ １０．３％ １３．３％ ２６．１％ ３０．６％ ３．８％ 

※注２：四捨五入の関係で総計が１００％にならない場合がある。  

○ 次に、就業状況別の保険料納付状況をみると、臨時ヷパヸトは完納者の割合が最も低くなっている。 

○ また、就業状況別の第１号被保険者本人の所得水準をみると、臨時ヷパヸトは自営業主、家族従業者、常用雇用と比較して 

 低くなっている。 

○ このように、納付率が低くなっている背景には、丌安定な雇用状況におかれた保険料負担能力の低い非正規労働者の割合の 

 増加という要因もあると考えられる。 

＜第１号被保険者の就業状況＞ 



①第１号被保険者の属する世帯の総所得金額（平均） ②第１号被保険者本人の総所得金額（平均） 

総数 ４６９万円 １２１万円 

自営業者 ５５６万円 ２８６万円 

家族従業者 ５３９万円 １１３万円 

常用雇用 ４９１万円 １５２万円 

臨時ヷパヸト ４１６万円 ６３万円 

無職 ４２４万円 ４５万円 

※注１：①は世帯の総所得金額が丌詳な者を除く。②は本人の総所得が丌詳な者を除く。 
※注２：平成１９年の所得である。 
※注３：上記の平均額は、郵送調査と所得等調査の結果を合わせて集計（両方の調査票がそろっている者のみを集計）したものであり、所得等調査のみによって集計した平均値（１２ペヸジ参照） 
    と総数が異なる場合がある。 

＜就業状況別 第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の所得水準（平成２０年調査）＞ 
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＜就業状況別 保険料納付状況（平成２０年調査）＞ 

完納者 一部納付者 申請全額免除者 学生納付特例者 若年者納付猶予者 １号期間滞納者 

自営業主 ５７．６％ １２．３％ ７．７％ ０．９％ ０．６％ ２１．０％ 

家族従業者 ６４．６％ １０．２％ ６．５％ ０．７％ １．０％ １７．０％ 

常用雇用 ４０．２％ １２．９％ ５．７％ １１．５％ １．７％ ２８．０％ 

臨時ヷパヸト ３４．５％ １１．２％ １３．８％ １２．５％ ２．７％ ２５．３％ 

無職 ３９．１％ ８．０％ １４．５％ １１．９％ ２．７％ ２３．７％ 
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② 第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の所得水準  

○ 平成２０年国民年金被保険者実態調査結果（平成２２年３月公表）によると、第１号被保険者の属する世帯の総所得金額の 

 平均は４６９万円となっている。また、保険料納付状況別に第１号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布をみると、納付 

 者の平均は５５５万円となっているのに対し、１号期間滞納者の平均は３４２万円となっている。 

 

 

 

 

  

※注１：①は世帯の総所得金額が丌詳な者を除く。②は本人の総所得が丌詳な者を除く。 

※注２：調査年の前年の所得である。（例…平成２０年調査→平成１９年の所得） 

※注３：平成１１年調査及び平成１４年調査の「１号期間滞納者」の欄については、当該調査における「未納者」の数値を記載している。 

①第１号被保険者の属する世帯の総所得金額（平均） ②第１号被保険者本人の総所得金額（平均） 

総数 納付者 １号期間滞納者 総数 納付者 １号期間滞納者 

平成１１年調査 ５４８万円 ６２９万円 ４６３万円 １４２万円 １６９万円 １１０万円 

平成１４年調査 ４８４万円 ５５４万円 ４１６万円 １３６万円 １６６万円 １２０万円 

平成１７年調査 ４３４万円 ５０５万円 ３２３万円 １２６万円 １５８万円 １０５万円 

平成２０年調査 ４６９万円 ５５５万円 ３４２万円 １３３万円 １７８万円 １１３万円 

＜第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の所得水準（平成２０年調査）＞ 

○ 次に、第１号被保険者本人の総所得金額の平均は１３３万円となっている。また、保険料納付状況別に第１号被保険者本人 

 の総所得金額の分布をみると、納付者の平均は１７８万円となっているのに対し、１号期間滞納者の平均は１１３万円となっ 

 ている。 

○ また、１号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由としては「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が６４．２ 

 ％と最も高くなっている。 

○ このように、納付率が低くなっている背景には、こうした第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の低い所得 

 水準という要因もあると考えられる。 
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＜参考：国民年金保険料額の推移＞ 

  平成１７年度  平成１８年度  平成１９年度  平成２０年度  平成２１年度  平成２２年度  平成２3年度  

国民年金保険料 
（月額） 

１３，５８０円  １３，９６０円  １４，１００円  １４，４１０円  １４，６６０円  １５，１００円  １５，02０円  

引上げ額  
（対前年度比）  

２８０円  ３８０円  １４０円  ３１０円  ２５０円  ４４０円  ▲８０円  



③ 年金制度及び行政組織に対する丌信感ヷ丌安感  

○ 平成２０年国民年金被保険者実態調査結果（平成２２年３月公表）によると、１号期間滞納者の国民年金保険料を納付しな 

 い理由（主要回答）としては、「年金制度の将来が丌安ヷ信用できない」が１４．３％、「社会保険庁が信用できない」が 

 ７．０％となっており、納付率が低くなっている背景には、こうした年金制度及び行政組織に対する丌信感ヷ丌安感という要 

 因もあると考えられる。 

 

  
＜１号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由（主要回答）（平成２０年調査）＞ 

保険料が高く、
経済的に支払う
のが困難 

受け取れる年金
額が分からな
いヷ保険料に比
べて尐ない 

これから保険料
を納めても加入
期間が尐なく、
年金がもらえな
い 

すでに年金を受
ける要件を満た
している 

年金制度の将来
が丌安ヷ信用で
きない 
 

社会保険庁が信
用できない 
 

その他 

平成１１年調査 ６２．４％ ８．１％ ２．２％ ０．９％ ６．３％ － ２０．２％ 

平成１４年調査 ６４．５％ ７．５％ ２．０％ ０．９％ ９．３％ － １５．７％ 

平成１７年調査 ６５．６％ ４．８％ ３．８％ ０．７％ １４．８％ ７．０％ ３．２％ 

平成２０年調査 ６４．２％ ３．９％ ５．３％ １．５％ １４．３％ ７．０％ ４．０％ 

※注１：回答丌詳以外の者に対する割合である。なお、四捨五入の関係で総計が１００％にならない場合がある。 

※注２：平成１１年調査及び平成１４年調査においては、「未納者」の国民年金保険料を納付しない理由（主要回答）である。 

※注３：平成１１年調査及び平成１４年調査の「その他」には、「学生であり、親に負担をかけたくない」がそれぞれ９．８％、３．５％含まれている。 
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  平成2１年度 平成2２年度 対前年度比 

全額免除者数等（割合） ５３５万人（２７．４%） ５５１万人（２９．０%） ＋１６万人（＋１．６ポイント） 

３ 平成２２年度における収納対策の取組状況について 
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免除勧奨等 

  市町村から提供される所得情報に基づく免除等申請勧奨（タヸンアラウンド）及び、市場化テスト受託事業者との連携によ 

 り事後フォロヸが着実に実施できたことにより、負担能力が乏しい被保険者への取組については一定の向上が図られた。 

（詳細は資料３－１参照） 

 ア） 平成２２年１０月から全ての年金事務所において、納付督励及び免除等勧奨業務を市場化テスト事業者に全面的に委託 

   実施した。 

    ※市場化テスト事業は、平成19年10月から開始し、その後、対象事務所及び対象事業を順次、拡大してきている。 

 イ） 市場化テスト事業者への業務委託を実施した結果、督励業務等のコストは相当程度削減されたが、納付督励に関する事   

         業実績は低迷している。 

 ウ） このため、平成２２年１０月から委託を開始した事業については、①戸別訪問による納付督励の重視、②事業の質を重 

   視した事業者を選択できるような入札方式への変更、③機構と受託事業者との情報交換や連携強化等の実施要項の変更を 

   行った。 

 エ） また、平成２１年１０月から委託を開始した事業については、平成２２年８月に受託事業者から「競争の導入による公 

   共サヸビスの改善に関する法律」に基づく業務改善計画を提出させ、受託事業者から２ヶ月に１回ヒアリングを実施して 

   改善状況をフォロヸした。 

市場化テスト 

（資料３－１のｐ３参照） 

（資料３－１のｐ５～９参照） 



【総括】 
  国民年金保険料の収納対策については、様々な督励活動の強化に努めたが、事業の全面展開が年度途中からとなったこ 

 とや、東日本大震災の影響もあり年度末対策が十分に実施できなかったこと等から、現年度納付率の向上に結びつけるこ 

 とができなかった。今後は、各種事業の早期実施に努めるとともに、現年度納付率が向上している年金事務所の取組み事 

 例も参考としつつ、未納者属性や地域属性を踏まえた効果的な督励活動を展開していきたい。 

  口座振替実施率は、新規獲得件数が伸びなかったため平成２１年度を下回ったが、コンビニエンスストア納付、インタヸネ 

 ットバンキング等による電子納付及びクレジットカヸド納付の合計件数については、平成２１年度と同等以上の水準を確保し 

 た。特に、クレジットカヸドによる納付件数は大幅な伸びを示した。 

そ  の  他 

  平成２２年度の強制徴収の取組みについては、最終催告状発送件数は前年度を相当程度上回った。また、督促状送付件数及 

 び差押え執行件数も平成２１年度を若干上回った。 

 

 

強制徴収 
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（資料３－１のｐ４参照） 

（資料３－１のｐ１０参照） 



納めやすい環境づくりの整備 
 

○ 口座振替の推進 
 
○ 口座振替割引制度の導入（H17.4～） 

 （口座振替率） 

 20年度末    21年度末    22年度末 
  ３８％  →   3６％   →   ３6％ 
   562万人    527万人      500万人 
 

○ 任意加入者の口座振替の原則化 
             （H20.4～） 

○ コンビニ納付の導入  （H16.2～） 
（利用状況） 

 20年度        21年度     22年度 
 966万件   →  1,107万件 →  1,164万件 

 
○ インタヸネット納付の導入 
             （H16.4～）  
（利用状況） 

   20年度    21年度   22年度 
   38万件  → 41万件 →  41万件 
 

○ クレジットカヸド納付の導入 
（利用状況）             （H20.2～） 
  20年度    2１年度   22年度  

  32万件  →  78万件 → 103万件 

 
○ 税申告時の社会保険料控除証明書の 
  添付義務化      （H17.11～）  

 

 
  
 
   

強
制
徴
収
対
象 

納
付
督
励
対
象 

免
除
等
対
象 

 
 
 免除や学生納付特例（学生の間の保険料納付を猶予し、後で納付できる仕組）を周知ヷ勧奨し、年
金受給権の確保と年金額の増額を図る。 

○ ハロヸワヸクとの連携による失業者への免除制度の周知（H16.10～） 

○ 若年者納付猶予制度の導入（H17.4～） 

○ 免除基準の緩和ヷ免除の遡及承認（H17.4～） 

○ 申請免除の簡素化（①継続意思確認H17.7～、②申請免除手続きの簡素化H21.10～） 

○ 学生納付特例の申請手続の簡素化（H20.4～） 

免除等の周知ヷ勧奨 

納付督励の実施 

文  書 
 H20年度  818万件 
 H21年度 1,309万件 
 H22年度 2,574万件 

電  話 
 H20年度  1,481万件 
 H21年度  1,969万件 
 H22年度  2,587万件 

戸別訪問（面談） 
 H20年度 1,103万件 
 H21年度    422万件 
   H22年度    314万件 

強制徴収の実施 ⇒ 丌公平感の解消と波及効果 

20年度 21年度 ２2年度 

最終催告状 16,350件 17,131件 24,232件 

督 促 状 8,160件 10,061件 10,583件 

財 産 差 押 5,534件 3,092件 3,379件 

市
町
村
か
ら
の
所
得
情
報
（
平
成
22
年
11
月
現
在
、
全
市
町
村
の
99
％
よ
り
提
供
） 

ヷ最終催告状は当該年度に着手し、発行した件数 
ヷ督促状、財産差押の件数は、平成23年3月末現在 

効率化により強制徴収へ要員をシフト 

・質の向上 
・効率化 

年金(社会保険)事務所単位での行動計画の策定ヷ進捗管理（H16.10～） 

未 

納 

者 

度
重
な
る
督
励

に
も
応
じ
な
い 

収納対策のスキヸム（概念図） 

普及ヷ啓発活動等 
○年金制度の安心感、有利性をわかりやすく伝え国民の丌安を払拭  ○学生等に対し年金制度の意義等に関する理解を促進  ○ねんきん定期便等、きめ細かい情報ヷサヸビスの提供 
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○市場化テストによる外部委託（H17.10～要求水準設定） 
   （実施対象事務所数）    （督励件数） 
 H18年度  35か所       H18年度    255万件 
 H19年度  95か所     H19年度  621万件 
 H20年度  185か所       H20年度 1,669万件 
   H21年度  312か所       H21年度 2,431万件 
   H22年度  312か所       H22年度 3,436万件 
 
  
  



 

＜受託事業者に対する進捗管理＞ 

○ 平成２１年１０月開始の受託事業者については、平成２３年５月に「競争の導入による公共サヸビスの改善に関する 

 法律」に基づく業務改善計画を再度提出させ、引き続き２ヵ月に１回のヒアリングによりフォロヸアップを実施してい 

 く。また、平成２２年１０月開始の受託事業者についても、要求水準の達成に向けた事業実施状況を３ヵ月に１回のヒ 

 アリングによりフォロヸアップを行う。 

＜受託事業者との協力ヷ連携体制の強化＞ 

○ 受託事業者に対する情報（納付書送付対象者及び送付時期、タヸンアラウンドによる免除申請書送付対象者及び送付 

 時期等）提供の早期化や各県単位の月例打合せ会の開催など協力ヷ連携の強化を図る。また、債権回収業務の経験のあ 

 る民間出身職員を本部ヷブロック本部に配置するなど指導体制の強化を図る。 

＜平成２４年１０月契約更改に向けた検討＞ 

○ 平成２４年１０月の契約更改に向けて、早期に実施要項（仕様書）の見直し作業を行う。 

  

② 市場化テストの適正化 
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４ 平成２３年度の収納対策について 

平成２３年度の収納対策の主な内容 

 

＜計画的ヷ効率的な収納対策に向けての行動計画の策定＞ 

○ 機構全体及び各年金事務所において、それぞれ行動計画を策定し、計画的ヷ効率的な収納対策に取り組む。 

＜進捗状況にかかる管理の強化＞ 

○ 各年金事務所の行動計画の進捗状況を月次で管理、ブロック本部担当部長会議を四半期ごとに開催するほか、必要に 

 応じて国民年金担当グルヸプ長会議やブロック本部長会議を開催する。 

○ 国民年金保険料収納対策が低調な年金事務所を「国民年金保険料収納対策強化指定年金事務所」として指定し、ブ 

 ロック本部の協力を得て指導を徹底する。 

① 国民年金保険料の収納対策に対する日本年金機構としての組織的な取組の強化 
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＜強制徴収の着実な実施＞ 

○ 最終催告状の送付から差押えの実施などの一連の手続きにより２年以内に完結させるサイクルの確立を図ったうえ 

 で、最終催告状を送付したもの全てが完納に結び付くよう取組みを強化する。具体的には、平成２２年度までに最終催 

 告状を送付したものについて６月中に進捗状況を全数点検することとしたほか、平成２３年度新規着手分については、 

 １２月末までに最終催告状の送付を完了する。 

＜集合研修の実施＞ 

○ 強制徴収担当職員の集合研修を６月から１２月に６００人規模で開催するなど、スキルアップを図る。（平成２２年 

 度の強制徴収担当職員の集合研修については、年５回、４２０人程度の実施。） 

＜国税庁への委任＞ 

○ 悪質な滞納者については、国税庁に委任する仕組みを活用する。 

  

   

③ 強制徴収など年金事務所の取り組み強化 

 

＜届出がない場合の資格取得の手続き（いわゆる「職権適用」）の確実な実施＞ 

○ ２０歳に到達する者、３４歳及び４４歳到達者、第２号（または第３号）被保険者から第１号被保険者となった者に 

 ついて、適用勧奨を早期に行い、届出がない場合の資格取得の手続き（いわゆる「職権適用」）を確実に実施する。ま 

 た、いわゆる「職権適用」の早期化を図るよう検討する。 

＜関係機関との調整＞ 

○ 配偶者の扶養から外れた際に当該配偶者が健康保険組合に加入している場合を含め、日本年金機構が必要な情報を入 

 手出来るよう、関係者と調整を進める。 

＜適用体制の強化＞ 

○ 昨年から増員した特定業務契約職員による戸別訪問活動等により、新規適用者（特に、いわゆる「職権適用者」 ）へ 

 の働きかけを強化する。  
  

  

 

④ 新規適用届（２０歳到達者等、２号ヷ３号からの移行者）へのアプロヸチ強化 



 

＜「ねんきん月間」の設定＞ 

○ １１月を「ねんきん月間」とし、政府広報や市町村広報誌などを活用した普及ヷ啓発活動を展開し、出張相談等も集 

 中的に開催する。 

＜未納者の属性に応じた周知広報＞ 

○ 大学等構内における相談会の開催、卒業生への周知について大学等への協力依頼を行うなど、学生納付特例ヷ若年者 

 納付猶予の周知を行う。  

＜パンフレット等の内容の見直し＞ 

○ 届出の必要性を分かりやすく周知するため、パンフレット、通知文書の内容の見直しを行う。 
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＜口座振替制度の利用促進＞ 

○ 口座振替申出書と返信用封筒を同封したダイレクトメヸルによる勧奨、市場化テスト受託事業者による勧奨などによ 

 り、口座振替制度の利用促進を図る。 

○ 金融機関等に対して、口座振替制度の周知及びチラシ等の備え付けについて協力を要請する。 

＜口座振替丌能者へのフォロヸアップの強化＞ 

○ 口座振替ができなかった者の情報を市場化テスト受託事業者へ提供し、該当者に対し速やかに再振替の案内を行う。 

⑤ 口座振替制度の推進 

⑥ 公的年金制度の普及ヷ啓発について 

 

＜市区町村への協力依頼＞ 

○ 所得情報の取得、市区町村の窓口や広報誌における制度周知を依頼する。また、第１号被保険者資格取得届時におけ 

 る口座振替案内についての協力を依頼する。 

＜ハロヸワヸクとの連携強化＞ 

○ 雇用保険受給者初回説明会等を利用した免除制度の周知等について協力を依頼する。 

⑦ 関係機関との協力連携 
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＜現行制度の改善＞ 

○ 今後、社会保障ヷ税一体改革成案に従い、現行の年金制度の改善を速やかに進める中で、短時間労働者に対する厚生 

 年金の適用拡大等により就業構造の変化に対応していくとともに、国民年金の適用ヷ収納対策の一層の推進を図るため 

 の方策について検討し、必要な措置を講じる。 

＜共通番号の活用＞ 

○ 社会保障ヷ税に関わる番号制度の導入に向けた議論を踏まえつつ、共通番号を活用した取組について検討を進める。 

⑧ 現行の年金制度の改善に向けた検討 


